
子ども医療費助成と福祉医療助成に関する意見書 

 
 

子ども医療費助成は、厚生労働省の調査でも中学校卒業以上の助成自治体は入

院で１，３７０市町村（７８．６％）、通院で１，１３４市町村（６５．１％）と

全国的にも助成対象年齢が拡大している（平成２６年４月１日時点）。 

 このような現状から１８歳年度末までを対象とした医療費助成制度を国の責任

で創設することは全国的な願いである。 

 また、子どもや高齢者、障害者などに対する福祉医療制度は自治体独自事業と

して患者負担を軽減している。しかし、国はこれら独自助成制度に伴う医療費波

及増分には、国民健康保険の国庫負担を減額調整するペナルティーを科している。

その額は平成２５年に１，４２１市町村で４８０億円になっている。 

 全国の知事会、市長会、町村会、各地の自治体からも国庫負担金削減措置の廃止

を求める声が上がっている。 

 子ども子育ての観点から、国の責任で子ども医療費無料制度を創設すること、

福祉医療助成制度に対する国庫負担金削減措置の廃止をすることを求める。 

 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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